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第１章 総則

第１節 適用範囲

本仕様書は、伊那市上水道施設の溝口配水池水位計更新工事に適用する。

本仕様書、設計書、設計図に記載のない事項については、下記の法令

及び、仕様書等の最新版に基づいて実施すること。

１）電気設備技術基準

２）電力会社電気供給規程

３）内線規程

４）日本工業規格（JIS）

５）日本水道協会規格（JWWA）

６）電気規格調査会標準規格（JEC）

７）日本電気工業会標準規格（JEM）

８）日本電線工業会標準規格（JCS）

９）日本照明具工業会標準規格（JIC）

10）電子機械工業会標準規格（CES）

11）建築基準法

12）消防法

13）労働安全衛生法

14）伊那市が定める各種規則、規程

15）その他関連規格

16）その他関係する法令・条例・基準・規則

第２節 法令・関係法規の遵守

請負者は業務の履行にあたり諸法令並びに関連規格に従うこと。

第３節 提出書類

本工事において、請負者は下記の工事関係書類を各部数提出すること。

なお、これらの提出に要する費用はすべて、請負者の負担とする。

（提出部数は別途指示する）



１）工事着手届

２）工程表

３）現場代理人及び主任技術者等の通知

４）施工計画書

５）完了届

６）承認図

契約後、速やかに担当技術者を派遣し、本仕様書及び、設計図書

に基づき、設計製作に関し詳細なる打ち合わせを行い、監督員の

承認を得ること。

７）工事日誌

８）納入仕様書

10）試験成績表

11）工事写真

12）完成図書

13）その他監督員が指示する図面及び、書類

第４節 変更の範囲

１）本工事施工上必要があれば、実施工事図を提出し、監督員の承認を

得て変更することが出来る。ただし、これは仕様書及び、設計書の

範囲とする。

２）工事施工中に構造物、機械設備等の関係で起こり得る器具の位置、

配管路の軽微な変更は、請負金額の増減なしに施工すること。

第５節 疑義の解釈

請負者は、本仕様書及び、設計図書に定められた事項に基づき施工を行

うものとする。また、特に明記なき事項であっても、本施設の目的及び、

工事施工上当然必要なものは、監督員の指示に従い、請負者の負担にお

いて整備または、施工しなければならない。

なお、設計書の事項について疑義が生じた場合は、監督員との協議の上

決定するものとする。



第６節 諸官庁への手続き

請負業者は、関係諸官庁、電力会社に対する一切の手続きを行うとと

もに、常に密接な連絡を保ち、設備使用開始時に支障のないようにし

なければならない。なお、これに必要な費用は請負者の負担とする。

第７節 安全衛生管理

本工事の施工にあたり、労働安全衛生法に関する諸法令を遵守し、安

全衛生管理者を定め、工事現場における安全衛生、災害防止に万全の

策を講じ管理の徹底を図るものとする。

第８節 事前調査

請負者は、業務着手に先立ち、現場の状況、関連業務等について綿密

な調査を行い、状況を把握した上で業務を遂行しなければならない。

第９節 工事日報

請負者は、工事内容と、その他必要事項を記載した工事日報を提出す

ること。

第 10節 機械器具及び資材の管理

1）業務に使用する各種資材及び機械器具は、工程表に従い業務の進捗

に支障のないように手配するとともに、品質及び、保管管理等は請

負者において行うものとする。

2）本工事に使用する材料は、JIS及び、JEMに適合するものとする。

また、規格の規程なきものについては、品質等がそれぞれ均衡を得

たものを使用し、監督員の承諾を得ること。

第 11節 材料の検査

請負業者は、監督員に対し材料の検査を願い出た上、監督員の立会いの

もと検査を行うものとする。検査の結果、不合格になった材料は速やか

に搬出し、不足分を再度検討した上補充する。



第 12節 工事現場の管理

請負業者は、工事に関わる全ての関連法規に従い、工事現場内及び、

付近道路における工事車両による道路交通、または歩行者通行の妨げ

にならないよう注意するとともに、工事労働者その他出入り業者の風

紀衛生、火災盗難等に対して充分な対策を講じるものとする。

第 13節 工事工程の管理

工事工程を管理するために、請負業者は監督員が定める日時の打ち合

わせ会議に出席し、工程表に基づき協議するものとする。なお、協議

事項は打ち合わせ記録を提出して承諾を得るものとする。

第 14節 施工管理

１）各工事は、予め監督員の指定した工程に達したとき検査を受け合格

承認を得た後、次の工程に移る。

２）本工事における設備全般の機能を完全に発揮させるように施工する

こと。なお、本仕様書及び、図面に明記されていなくとも、法規上

または、施工上目的とする機能のために当然必要なものは、請負業

者の責任において施工するものとする。

３）工事施工の際は、建物その他を破損しないように注意し、棄損した

場合は監督員の指示に従い速やかに復旧すること。

４）本工事の施工にあたり、他の工事との取り合いになる際は、監督員

の指示に従い、各工事の請負者間で充分な協議をし、工事の進捗に

支障のないようにすること。

５）本工事の施工にあたり、近隣住民に迷惑を及ぼさないよう、騒音等

に対して充分な策を講じること。

第 15節 品質及び技術管理

１）工事カルテ作成、登録

請負者は、工事請負代金額５００万円以上の工事について、工事実績

情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力システム（（財）日本建設情報総

合センター）に基づき「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた

後に、直ちに登録を行い発行された「工事カルテ受領書」の写しを監



督員に提出する。提出期限は以下のとおりとする。

・ 受注時登録の提出期限は契約締結後１０日以内とする。

・ 完了時登録の提出期限は工事完了後１０日以内とする。

・ 施工中に受注時登録データに内容に変更があった場合は、変更が

あった日から１０日以内とする。

（土、日、祝祭日等を除く）

第 16節 施工の検査

製品検査及び、現地試験を行う。またこれに必要な費用は請負業者の負

担とする。検査不合格時は、速やかに補修または取替えを行い、再検査

受けるものとする。

第 17節 設計図書と現場の差異

設計図書と現場の差異が生じた場合は、速やかに監督員に申し出て指示

を受けるものとする。

第 18節 工事報告

工事の進捗、労働者の就業、材料の搬入、使用状況を明確に報告して提

出する。なお、これらの状況は記録写真として提出すること。

第 19節 竣工図書

請負業者は、工事完成と同時に竣工図、その他検査に必要な書類を指定

部数提出するものとする。なお、追加書類を求められたときは速やかに

提出することとする。

第 20節 保証期間

本設備の保証期間は工事受け渡し完了後より１年とする。万一、保証期

間中に、請負者の責に帰すべき原因による事故が発生した場合、請負者

は無償で監督員が指示する期間内に改造、補修あるいは新品と取替える

こと。但し、事故が天災に起因する場合はこれを除外する。



第 21節 講習及び指導

工事完成後、本工事により設備した機器の運転操作及び、保守について

市の定めた職員に対し講習、技術指導を行うこと。なお、これに必要と

なる費用は請負者の負担とする。

第 22節 機密保持

請負者は本工事で知り得た技術上、経営上、その他業務上の機密を第三

者に公表または、漏洩してはならない。これは本工事終了後においても

有効とする。

第 23節 完成期限

本工事の完成期限は、令和８年１０月３０日とする。

第 24節 その他

工事落札後の機能の低下及び、機器のスペックの低下を伴う仕様の変更

は認めないものとする。



第２章 溝口配水池水位計更新工事

第１節 概要

設備概要

本設備は溝口配水池の水位計の取替を行い、水位の把握による配水機能の安

定化を図る。

第２節 工事範囲

１、第 3節に記載する機器の据付配管工事

２、第 3節に記載する機器の配線接続工事

第３節 機器仕様

１、 水位計 ・ ・ ・ １台

1) 品 名 投込み式水位計

2）型 式 圧力式

3）電 源 AC90～110V、DC24V

4）応答時間 1.0ｓ

5）中継箱表示部 アナログメーター表示

6）出 力 DC4～24mA、DC1～5V

7）スパン ０～４ｍ

8) 構成 検出器～中継箱～変換器

9) 非直線性誤差 スパン＋0.5％～－0.5％



第３章 工事仕様

第１節 工事一般仕様

1）適用仕様書

本工事は、第 1章第 1節に記載した適用規格等により施工するものと

する。

2）機器の配置及

本工事における機器の撤去及び据付は、添付別図のとおりとする。

3）ケーブル接続工事

水位計専用ケーブル及びシールドケーブルを接続するものとし、特にケーブ

ルのシールドについては十分注意して接続すること

4）他工事との取り合い

他工事との取り合いについては連絡を密にして互いに協力し施工上の取り

合い、納まり等に支障を来たすことの無いよう十分に注意すること。



第 4章 雑 則

１．本工事の請負者は、係員の指示の基に細部に亘り、良心的且つ高度の技術

をもって設計、製作、据付に当たり、運転に際していささかも支障を生じない

ようにすること。

２．各機器の付属品及び予備品は、本仕様書に明記無くても運転保守上当然必要な

ものは納入すること。

３．各機器の塗装は、特記なき限り製作者の標準塗装とする。

４．本仕様書のうち各機器の容量は、参考値として示したものであり、設計、製作の

際は十分検討して適正な値をとること。


